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令
和
七
年一
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十
六
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
救
急
病
院
等
の
認
定	

五

公

告

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

五

○
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定	

六

○
換
地
計
画
の
決
定	

六

○
公
共
測
量
の
実
施	

六

○
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て	

六

○
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出	

六

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て	

七

そ

の

他

○
漁
業
法
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
取
扱
い
の
指
示	

七

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
一
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
救
急
病
院
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

所
在
地

山
梨
大
学
医
学
部
附
属
病
院

中
央
市
下
河
東
千
百
十
番
地

二
　
認
定
期
限
　
令
和
九
年
十
二
月
二
十
四
日

公
　
　
　
告

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
早
川

町
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事
長

辻
一
幸

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
三
百
四
十
四

－

一

令
和
六
年
十
一
月
十
五
日

副
理
事
長
望
月
健
市
南
巨
摩
郡
早
川
町
大
島
四
百
四
十
六

令
和
六
年
十
一
月
二
十
三
日

同

石
井
猛
雄
甲
斐
市
篠
原
千
八
百
十
一

－

三

同

理
事

望
月
辰
男
南
巨
摩
郡
早
川
町
高
住
六
百
四
十
五

－

二
十
七

同

同

水
地
弘
嗣
甲
斐
市
篠
原
二
千
六

－

五

同

監
事

大
野
孝
宏
南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
千
八
百
四
十
九

－

三

同

同

中
居
義
正
南
巨
摩
郡
早
川
町
湯
島
八
百
十
三

同

二
　
就
任

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

辻
一
幸

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
三
百
四
十
四

－

一

令
和
六
年
十
一
月
二
十
四
日

副
理
事
長
望
月
健
市
南
巨
摩
郡
早
川
町
大
島
四
百
四
十
六

同

同

水
地
正
春
南
巨
摩
郡
早
川
町
大
島
二

同

理
事

志
村
秀
行
東
京
都
板
橋
区
坂
下
二

－

十
四

－

二

同

同

水
地
弘
嗣
甲
斐
市
篠
原
二
千
六

－

五

同

総
括
監
事
大
野
孝
宏
南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
千
八
百
四
十
九

－

三

同

監
事

中
居
義
正
南
巨
摩
郡
早
川
町
湯
島
八
百
十
三

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
三
十
一
号
　
　
令
和
七
年
一
月
十
六
日

六

係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県

知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審

査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
七
年
一
月
十
七
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
都
留
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
十
六
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
甲
府
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　

1
級
水
準
測
量

二
　
測
量
の
地
域
　
山
梨
県
甲
府
市
大
津
町
・
西
下
条
町

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
七
年
一
月
八
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
十
二
日
ま
で

◉
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て

甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
の
施
行
に
つ
い
て
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六

十
六
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称
　
甲
府
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
一
号
　
和
戸
町
竜
王
線

二
　
施
行
者
の
名
称
　
山
梨
県

三
　
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
甲
府
市
貢
川
二
丁
目
一
番
八
号
　
中
北
建
設
事
務
所

四
　
事
業
地
の
所
在

1
　
収
用
の
部
分
　
山
梨
県
甲
府
市
中
央
一
丁
目
及
び
相
生
二
丁
目
地
内

2
　
使
用
の
部
分
　
な
し

◉
　
土
地
区
画
整
理
組
合
の
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出

◉
　
土
地
改
良
法
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県
営
土

地
改
良
事
業
（
小
室
地
区
防
災
重
点
農
業
用
た
め
池
緊
急
整
備
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に

係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨
県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま

た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取

消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 
太 
郎

一
　
縦
覧
書
類
　
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
二
月
十
四
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
富
士
川
町
役
場

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
七
年
七
月
十
六
日
ま
で

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
都
留
西
部
地
区
川
棚
一
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り
関

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事
長

辻
一
幸

南
巨
摩
郡
早
川
町
新
倉
三
百
四
十
四

－

一

令
和
六
年
十
一
月
二
十
四
日

副
理
事
長
望
月
健
市
南
巨
摩
郡
早
川
町
大
島
四
百
四
十
六

同

同

水
地
正
春
南
巨
摩
郡
早
川
町
大
島
二

同

理
事

志
村
秀
行
東
京
都
板
橋
区
坂
下
二

－

十
四

－

二

同

同

水
地
弘
嗣
甲
斐
市
篠
原
二
千
六

－

五

同

総
括
監
事
大
野
孝
宏
南
ア
ル
プ
ス
市
飯
野
千
八
百
四
十
九

－

三

同

監
事

中
居
義
正
南
巨
摩
郡
早
川
町
湯
島
八
百
十
三

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
五
百
三
十
一
号
　
　
令
和
七
年
一
月
十
六
日

七

項
の
規
定
に
よ
り
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を
図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
　
長
　
　
宮
　
　
崎
　
　
淳
　
　
一

一
　
指
示
の
内
容
　
河
口
湖
と
の
合
流
点
よ
り
上
流
の
奥
川
及
び
寺
川
で
、
ワ
カ
サ
ギ
及
び
そ
の
卵
を

採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
研
究
機
関
が
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
及
び
河
口
湖

漁
業
協
同
組
合
が
河
口
湖
の
ワ
カ
サ
ギ
資
源
増
殖
の
た
め
に
採
捕
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

二
　
指
示
の
期
間
　
令
和
七
年
二
月
一
日
か
ら
同
年
五
月
三
十
一
日
ま
で

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
ア
ザ
レ
ア
タ
ウ
ン
中
央
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が

あ
っ
た
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

氏
　
　
　
　
名

　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

手
塚
　
巖

山
梨
市
小
原
東
五
百
十
一
番
地

鶴
田
　
辰
雄

山
梨
市
小
原
西
三
百
八
十
七
番
地

竹
越
　
久
髙

山
梨
市
小
原
西
九
百
五
十
二
番
地
の
二

小
俣
　
富
雄

山
梨
市
小
原
西
百
五
十
三
番
地

古
屋
　
義
男

山
梨
市
小
原
東
二
百
一
番
地

奥
山
　
実

山
梨
市
上
神
内
川
八
百
七
十
五
番
地

竹
川
　
秀
貴

山
梨
市
小
原
東
千
十
三
番
地

金
子
　
成
美

山
梨
市
小
原
西
三
百
九
十
三
番
地
の
二

吉
岡
　
政
一

山
梨
市
上
神
内
川
九
百
六
十
二
番
地

◉
　
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
二
項
の
許
可
に
係
る
次
の
開
発
行
為

に
関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

令
和
七
年
一
月
十
六
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称
　
富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
丁
目
二
千
四
百
八
十
八

番
一
の
一
部
の
区
域

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
　
山
梨
県
富
士
吉
田
市
下
吉
田
六
丁
目
五
番
一
号
　
吉

田
ガ
ス
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
　
加
藤
　
力
弥

そ
　
の
　
他

山
梨
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
一
号

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
条
第
一
項
及
び
第
百
七
十
一
条
第
四
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